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１．毒物劇物の保管・管理の徹底 毒物及び劇物取締法 第 11 条

保管設備について 

～盗難・紛失防止のために～ 

・毒物又は劇物とその他の物とを明確に区別して保管しましょう。

・かぎをかける設備を設けましょう。設備の構造上かぎをかけることが

できないときは、その周囲に堅固な柵を設けましょう。

・保管場所や貯蔵設備は、事業場等の敷地境界線から十分離すか、

関係者以外が容易に近づくことができないところに設置しましょう。

～飛散、漏洩及び流出防止のために～ 

・保管設備は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、しみ出若しくは

流れ出、又は地下にしみ込むおそれのない構造としましょう。

・震災対策として、保管庫の転倒防止措置を講じましょう。

・風水害の発生時に備え、ハザードマップ等を参照し、自分たちの事業所が

浸水等の警戒区域内に存在する場合は、浸水等の発生を想定した漏洩防止策

を検討しておきましょう。

新潟市のハザードマップは以下のサイトで確認できます。

https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/bosai/hinanjo/kouzui_hinanchizu/index.html 

管理方法について

・毒物劇物の管理責任者を決めておきましょう。

・毒物劇物の管理簿を備え、入出庫や在庫量の定期点検の記録をつけましょう。

・保管設備のかぎの管理を徹底しましょう。例えば、かぎの管理簿を備える、

誰でも取れる場所にかぎを置かない等の対策が挙げられます。

・毒物又は劇物の取扱いや設備の定期点検を実施し、記録しましょう。

２．盗難、紛失、飛散及び流出に対する備え 毒物及び劇物取締法 第 17 条

緊急連絡・通報体制の整備 

盗難、紛失 → 警察署に通報

飛散、流出 → 警察署、消防機関、保健所に通報

事故等が発生した際は、速やかな対応が必要です。

連絡体制を明確にしておきましょう。

毒物劇物の盗難・事故等を防ぐために 

参考通知：
「毒物及び劇物の保管管理について（昭和 52年 3月 26日付薬発第 313号）」、
「毒物及び劇物の盗難又は紛失防止に係る留意事項について（平成 30年 7月 24日付薬生薬審発 0724第 1号）」、
「風水害発生時における毒物及び劇物の保管管理等について（令和 2年 1月 17日付薬生薬審発 0117第２号）」

毒物劇物を取り扱うみなさまへ 
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３．毒物劇物の表示義務 毒物及び劇物取締法 第 12 条第 1項及び第 3項

容器及び被包への表示

毒物 → 医薬用外毒物 「赤地に白文字」の表示

劇物 → 医薬用外劇物 「白地に赤文字」の表示

・毒物及び劇物を別の容器に移し替えて保管するときや、

調整後も毒物及び劇物に該当するものを保管する場合、その容器にも表示が必要です。

・内容物の取り違え等を起こさないよう薬品の成分名や含量も記載しましょう。

貯蔵・陳列場所への表示

毒物 → 「医薬用外毒物」の表示

劇物 → 「医薬用外劇物」の表示

４．毒物劇物危害防止規定の策定  

『毒物劇物危害防止規定』は、毒物劇物を取り扱う施設における毒物又は劇物の管理・責任体制

を明確にすることで、毒物劇物による保健衛生上の危害を未然に防止することをねらいとした、

事業者の自主的な規範のことです。

事業所の実情に応じた具体的な内容のものを作成してください。

毒物及び劇物の貯蔵又は取扱いに係る事項を盛り込んでください。

・ 職務及び組織に関すること（作業担当者、点検・保守担当者、事故発生時の通報者、等）

・ 作業方法

・ 設備等の点検方法と整備又は補修

・ 事故時における関係機関への通報及び応急措置活動

・ 教育訓練（作業担当者、点検・保守担当者、事故発生時の通報者、等に対するもの）

・ その他、危害を防止するために遵守しなければならないこと

上記事項のほかに、震災や風水害発生に備えた体制作りを検討しておくことも

毒物劇物による保健衛生上の危害防止につながります。

【作成例】

危害防止規定の例は以下のサイトでも示されています。

・ https://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/dokuindex.html （厚生労働省）
・ https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/iyakukokuho/1334696519957.html （新潟県）
・ https://www.city.niigata.lg.jp/iryo/iryo/iryotetsuduki/yakuji/yakuji_dokugeki_tetu/dokug

eki_tetuduki/toriatsukai.html (新潟市) 
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参考通知：

毒物劇物危害防止規定について（昭和 50年 11月 6日付薬安第 80号・薬監第 134号）


